
号

外

一�
令

和

三

年

七

月
三
十
日

第
百
四
十
八
号
様
式

第
百
四
十
七
号
様
式

第
百
四
十
六
号
様
式

第
百
四
十
五
号
様
式

第
百
四
十
四
号
様
式

県
税
関
係
帳
簿
の
電
磁
的
記
録
等
に
よ
る
保
存

等
の
変
更
の
届
出
書

県
税
関
係
帳
簿
の
電
磁
的
記
録
等
に
よ
る
保
存

等
の
取
り
や
め
の
届
出
書

承
認
済
県
税
関
係
帳
簿
に
係
る
電
磁
的
記
録
の

電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る

保
存
の
承
認
申
請
書

削
除

県
税
関
係
帳
簿
の
電
磁
的
記
録
等
に
よ
る
保
存

等
の
承
認
申
請
書

第
百
六
条

第
百
六
条

第
百
五
条

第
百
五
条

目

次

規

則

○
岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

税

務

課)

一
ペ
ー
ジ

訓

令

甲

○
岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

税

務

課)

二

規

則

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
七
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
百
号

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

目
次
中

｢

第
四
章

電
子
計
算
機
を
使
用
し
て
作
成
す
る
県
税
関
係
帳
簿
の
保
存
方
法
等
の
特
例

(

第
百
五
条
―
第
百
七
条)｣

を
削
る
。

第
四
章
を
削
る
。

｢

様
式
目
次
中

( ) 令和３年７月30日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
三
年
七
月
三
十
日



を
削
る
。

第
百
四
十
三
号
の
三
様
式
中｢証

明
書
類
｣

を｢証
明
事
項
｣

に
、｢控

除
対
象
配
偶
者
｣

を｢同

一
生
計
配
偶
者
｣

に
、｢同

項
第
８
号
｣

を｢同
項
第
９
号
｣

に
改
め
る
。

第
百
四
十
四
号
様
式
か
ら
第
百
四
十
九
号
様
式
ま
で
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
百
四
十
三
号
の
三
様
式
の
改

正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
第
百
四
十
三
号
の
三
様
式
に

よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣
と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
後

の
第
百
四
十
三
号
の
三
様
式
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
に
所
要
の
調
整
を
し
た
も
の
に
よ
る

こ
と
が
で
き
る
。

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
三
十
三
号

総

務

部

出
納
事
務
局

各
県
税
事
務
所

自
動
車
税
事
務
所

岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
七
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程(

昭
和
六
十
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。目

次
中｢

第
四
章

電
子
計
算
機
を
使
用
し
て
作
成
す
る
県
税
関
係
帳
簿
の
保
存
方
法
等
の
特
例(

第
五
章

補
則(

第
二
百
条
・
第
二
百
一
条)

第
百
九
十
九
条)

｣

を｢

第
四
章

補
則(

第
百
九
十
九
条)｣

に
改
め
る
。

第
四
章
を
削
る
。

第
二
百
条
第
一
項
第
一
号
中｢

第
三
条
又
は
農
村
地
域
工
業
等
導
入
地
区
に
お
け
る
岐
阜
県
税
の
特

例
に
関
す
る
条
例(

昭
和
四
十
六
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
九
号)

第
三
条｣

を｢

第
六
条｣

に
、｢

別

記
第
三
百
六
号
様
式｣

を｢

別
記
第
三
百
四
号
様
式｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中｢

別
記
第
三
百
七
号

様
式｣

を｢

別
記
第
三
百
五
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中｢

別
記
第
三
百
八
号
様
式｣

を｢

別
記
第
三
百
六
号
様
式｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中｢

別
記
第
三
百
九
号
様
式｣

を｢

別
記
第
三

百
七
号
様
式｣

に
改
め
、
第
五
章
中
同
条
を
第
百
九
十
九
条
と
す
る
。

第
五
章
を
第
四
章
と
す
る
。

｢

別
記
様
式
目
次
中

｢を

に

｣
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第
百
四
十
九
号
様
式

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
移
転
に
係
る
県

税
関
係
帳
簿
の
電
磁
的
記
録
等
に
よ
る
保
存
等

の
承
認
申
請
書

第
百
七
条

四
項

三
項

第
三
百
七
号
様
式

第
三
百
六
号
様
式

第
三
百
五
号
様
式

第
三
百
四
号
様
式

第
三
百
九
号
様
式

第
三
百
八
号
様
式

第
三
百
七
号
様
式

第
三
百
六
号
様
式

第
三
百
五
号
様
式

第
三
百
四
号
様
式

県
税
課
税
免
除
等
通
知
書

県
税
課
税
免
除
通
知
書

県
税
課
税
免
除
等
決
議
書

県
税
課
税
免
除
決
議
書

県
税
課
税
免
除
等
通
知
書

県
税
課
税
免
除
通
知

県
税
課
税
免
除
等
決
議
書

県
税
課
税
免
除
決
議
書

県
税
関
係
帳
簿
の
電
磁
的
記
録(

電

子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム)

に
よ
る
保
存
等
の
承
認
取
消
通
知
書

県
税
関
係
帳
簿
の
電
磁
的
記
録
等
に

よ
る
保
存
等
の
承
認
等
通
知
書第

百
九
十
九
条
第
二
項

第
百
九
十
九
条
第
二
項

第
百
九
十
九
条
第
一
項

第
百
九
十
九
条
第
一
項

第
二
百
条
第
二
項

第
二
百
条
第
二
項

第
二
百
条
第
一
項

第
二
百
条
第
一
項

第
百
九
十
九
条
第

第
百
九
十
九
条
第

��



改
め
る
。

別
記
第
三
百
四
号
様
式
及
び
別
記
第
三
百
五
号
様
式
を
削
る
。

｢

別
記
第
三
百
六
号
様
式
中

｢第
200条

｣

を

｢第
199条

｣

に
、

を

｣

｢
｢

｢
｢

｢

に
、

を

に
、

を

に
、｢新

｣

｣
｣

｣
｣

増
設
設
備
｣

を｢取
得
等
設
備
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
三
百
四
号
様
式
と
す
る
。

｢
｢

別
記
第
三
百
七
号
様
式
中｢第

200条
｣

を｢第
199条

｣

に
、

を

に
改
め
、

｣
｣

同
様
式
を
別
記
第
三
百
五
号
様
式
と
す
る
。

別
記
第
三
百
八
号
様
式
中｢第

200条
｣

を｢第
199条

｣

に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
三
百
六
号
様

式
と
す
る
。

別
記
第
三
百
九
号
様
式
中｢第

200条
｣

を｢第
199条

｣

に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
三
百
七
号
様

式
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
百
条
第
一
項
第
一
号
の
改

正
規
定(｢

第
三
条
又
は
農
村
地
域
工
業
等
導
入
地
区
に
お
け
る
岐
阜
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
四
十
六
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
九
号)

第
三
条｣

を｢

第
六
条｣

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。)

並
び
に
別
記
第
三
百
六
号
様
式
の
改
正
規
定(｢第

200条
｣

を｢第
199条

｣

に
改
め
る
部
分
及
び

同
様
式
を
別
記
第
三
百
四
号
様
式
と
す
る
部
分
を
除
く
。)

及
び
別
記
第
三
百
七
号
様
式
の
改
正
規

定(｢第
200条

｣

を｢第
199条

｣

に
改
め
る
部
分
及
び
同
様
式
を
別
記
第
三
百
五
号
様
式
と
す
る

部
分
を
除
く
。)

は
、
令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
前
の
岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
様
式
に
よ
る
用
紙
で
知
事
が
必
要
と
認
め
る
も
の
は
、
当

分
の
間
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

( ) 令和３年７月30日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３

取
得
等
設
備

新増設に伴う人員

取得等に伴う人員

第年

設
度 第年

設
度 新
増

設
設

備

第年度 第年度
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令
和
三
年
七
月
三
十
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


